	台風警報・津波警報における園児の
登園判断基準について

	風のわ保育園

	

	台風、津波等が接近すると、園児の登園判断基準が気になります。
本園では、下記のように定めていますので、ご参照下さい。











	★台風、津波の接近が予想されたら、テレビやラジオなどの台風、津波情報に注意して下さい
★テレビやラジオから、暴風警報、津波警報が出されたら登園をさせないで下さい

（１）暴風警報、津波警報が発令された！または、発令されている。

	　　保育園は、お休みです。

	
（２）暴風警報、津波警報は発令されていない。

	　　登園です。保育園はお休みではありません。

	
（３）暴風警報、津波警報が途中で解除された。

	　　①午前８時までに解除されたとき

	　　　普段通りに登園してください。

	
　　②午前９時までに解除されたとき

	　　　解除後にすみやかに登園となります。給食のメニューを替えることがあります。

	
　　③午前９時以後から正午（１２時）までに解除されたとき

	　　　解除後にすみやかに登園となります。
　　　給食はありません。家で昼食をとってから、午後１時～午後１時３０分までに
登園させてください。
　

	　　　
　　④１２時以降に解除されたとき

	　　　保育園は、お休みになります。

	

	※台風時は、吹き返しの風雨も予想されます。登園の際は、児童の安全についてもご配慮をよろしくお願い致します。
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